
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 告 の 種 類 主 な 対 象 者 報 告 方 法 

イ ンタ ーネッ ト による報告 

直接入力 

数種の産業廃棄物を 特定の

処理業者に委託し ている方 

県Ｈ Ｐ の電子申請システムにおいて直接データ を入力

し 、 イ ンタ ーネッ ト により 報告 

イ ンタ ーネッ ト による報告 

（ 電子フ ァ イ ル添付）  

多種の産業廃棄物を 排出ま

たは委託先が多数ある方 

県Ｈ Ｐ から ダウンロード し たエク セル様式に入力のう

え、 電子申請システムにおいて電子フ ァ イ ルを添付し て

報告 

紙による報告（ 手書き ）  比較的報告件数の少ない方 
記載要領（ 県Ｈ Ｐ 参照） に沿っ て様式に必要事項を記入

のう え、 報告窓口に提出（ 郵送可）  

 

 

また、 政令市（ 広島市、 呉市、 福山市） 内においては、 各市ホームページをご確認く ださ い。  

ＵＲＬ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i2-manifest-manifest-top.html
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書
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措置内容等報告書の部分
(様式第4号　紙マニフェストの場合)
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● 事業場ごと に一定の資格要件を 満たし た「 特別管理産業廃棄物管理責任者」 を 置かなければなり

ません。  

 

 

● 特別管理産業廃棄物を 排出する業者は， 特別管理産業廃棄物の種類ごと に， 以下の事項を 帳簿に

記載し ， ５ 年間保存し なければなり ません。  

全量処分委託する場合は、 マニフ ェ スト を綴るこ と により 、 代用するこ と は可能です。  
 

区 分 記 載 す べ き  事 項 

運搬し たと き  

１  特別管理産業廃棄物を生じ た事業場の名称及び所在地 
２  運搬年月日 
３  運搬方法及び運搬先ごと の運搬量 
４  積替え又は保管を行っ た場合には， 積替え又は保管の場所ごと の搬出量 

処分し たと き  

１  特別管理産業廃棄物の処分を行っ た事業場の名称及び所在地 
２  処分年月日 
３  処分方法ごと の処分量 
４  処分（ 埋立処分を除く ） 後の産業廃棄物の持出先ごと の持出量 

 

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 

帳簿の作成と 管理 
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特別管理産業廃棄物管理責任者の選任 
● 感染性廃棄物を生ずる事業場 

 資格・ 学歴 実務経験 

① 
医師， 歯科技師， 薬剤師， 獣医師， 保健師， 助産師， 看護師， 臨床検査技師， 衛生検査技師，  
歯科衛生士 

－ 

② 環境衛生指導員（ 法第 2 0 条に規定する）  2 年以上 

③ 
大学， 高等専門学校等において医学， 薬学， 保健学， 衛生学， 獣医学の課程を 履修し て卒業し た
者， またはこ れら と 同等以上の知識を有すると 認めら れる者 

－ 

 

● その他の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場 
 資格・ 学歴 課 程 修了し た科目 実務経験 

① 環境衛生指導員 － 2 年以上 

② 
大 学 

理学， 薬学， 工学， 農学 衛生工学， 化学工学 2 年以上 

③ 
理学， 薬学， 工学， 農学 
若し く はこ れら に相当する課程 

衛生工学， 化学工学 以外 ３ 年以上 

④ 
短 大 ・ 高 専 

理学， 薬学， 工学， 農学 
若し く はこ れら に相当する課程 

衛生工学， 化学工学 ４ 年以上 

⑤ 
理学， 薬学， 工学， 農学 
若し く はこ れら に相当する課程 

衛生工学， 化学工学 以外 ５ 年以上 

⑥ 
高 等 学 校 ・  
中 等 教 育 学 校 

土木科， 化学科 
若し く はこ れら に相当する学科 

－ ６ 年以上 

⑦ － 
理学， 工学， 農学に関する科目 

若し く はこ れら に相当する科目 
７ 年以上 

⑧ （ 上記の学識経験なし ）  1 0 年以上 

⑨ （ ①から ⑧までと 同等以上の知識を有すると 認めら れる者 ※）  

 ※各都道府県・ 政令市が認める講習会受講者等 
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※ 多量排出事業者の処理計画等についての詳細は下記の県HPをご覧ください。

URL  https://www.pref.hirosima.lg.jp/site/eco/i-i2-taryo-taryo-top.html

広島県　多量排出事業者　処理計画検索ワード
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①　通知を発出した産業廃棄物処理業者等が処理を適切に行えるようになるまでの間，
　　 その処理業者に新たな処理委託を行わないこと。

②　処分を委託した産業廃棄物が処分されていないことが判明した場合にあっては，
     委託契約を解除して他の産業廃棄物処理業者等に処分を委託し直すこと。

③　委託した産業廃棄物が再委託可能なものである場合にあっては，
     通知を発出した産業廃棄物処理業者等に依頼し，
     他の産業廃棄物処理業者等に再委託基準に則って再委託させること。

　産業廃棄物を委託した処理業者から，処理困難通知を受けた委託者は，

処理状況を把握し，次のような適切な措置を講じなければならない。

産業廃棄物処理業者からの処理困難通知制度
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投 棄 禁 止  ( 法 第16条 )

　法は，「何人も，みだりに廃棄物を捨ててはならない」

と規定しており，廃棄物の不法投棄を厳しく規制している。

 

　また，不法投棄未遂に対する罰則や

不法投棄をする目的で廃棄物を収集・運搬した者に対する罰則

が整備されている。
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焼 却 禁 止  ( 法 第16条の2 )

法は「焼却禁止の例外」を除き，
何人も廃棄物を焼却してはならないと規定している。

焼却する物が自己物か他人物かに関係なく，また，一般廃棄物と

産業廃棄物との区別なく，いわゆる野外での廃棄物の焼却につい

ては，一定の例外を除き禁止し，罰則の対象としている。

また，不法投棄同様，不法焼却未遂，不法焼却をする目的で

廃棄物を収集・運搬した者に対する罰則も整備されている。
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ただし，焼却禁止の例外にあたる場合であっても，
処理基準を遵守しない焼却として改善命令，

措置命令等の行政処分又は行政指導の対象となる場合がある。

① 廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準に従って行う場合

② 「家畜伝染病予防法」や「あへん法」等他法令による場合

③ 公益上又は社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の

   生活環境に与える影響が軽微であるものとして施行令で定める方法による場合

焼却禁止の例外
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煙突の先端から火炎又は
黒煙が排出されないように焼却すること

燃焼室内において廃棄物が燃焼しているとき
に，外気と遮断された状態で，定量ずつ廃棄
物を燃焼室へ投入できること

空気取入口及び煙突の先端以外に焼却
炉内部と外気とが接することのない構造で
あること

煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように
焼却すること

燃焼ガスの温度を保つための助燃装置
が設けられていること（※２）

（二次バーナー等）

燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置
が設けられていること（※１）

（温度計）

燃焼に必要な量の空気の通風
が行われること

（空気供給装置等）

燃焼室で発生するガスが
800℃以上の温度となるように
廃棄物を焼却できる燃焼室で
あること
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必要な報告を求めることができる。

　廃棄物である疑いのある物についても，同様に報告の徴収が行える。

都道府県知事等は，法の施行に必要な限度において，

事業者，（特別管理）産業廃棄物処理業者，（特別管理）産業廃棄物処理施設の設置者，

廃棄物処理センター，情報処理センターその他関係者に対し，

廃棄物の保管，収集・運搬若しくは処分又は施設の構造若しくは維持管理に関し，

報告の徴収 (法 第18条)
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立ち入り検査 (法 第19条)

都道府県知事等は，この法の施行に必要な限度において，

その職員に，排出事業者，（特別管理）産業廃棄物処理業者等の事務所，

事業場，車両等，（特別管理）産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物等に

立ち入らせることができる。

この場合，帳簿書類，その他の物件を検査させ，又は試験の用に供するのに必要な限度において

廃棄物を無償で収去させることができる。

　廃棄物である疑いのある物についても，同様に立入検査が行える。
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改善命令 (法 第19条の3)

都道府県知事等は,（特別管理）産業廃棄物の保管，収集，運搬又は処分の方法の変更など

必要な措置を行うよう命ずることができる。

（特別管理）産業廃棄物の保管基準又は（特別管理）産業廃棄物の処理基準に適合しない

保管，収集・運搬又は処分が行われたとき。

➀　対象者

事業者，（特別管理）産業廃棄物処理業者，国外廃棄物を輸入した者

➁　改善命令を行うとき
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措置命令 (法 第19条の5)

（特別管理）産業廃棄物の処理基準又は保管基準に適合しない

（特別管理）産業廃棄物の保管，収集・運搬又は処分（不法投棄等）が行われた場合，

生活環境の保全上支障が生じ，又は生ずるおそれがあると認められるときは，

都道府県知事等は，以下の者に対して期限を定め，

その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

（違反する行為をすることを要求し，依頼し，
若しくは唆し，又は不適正処分等をすることを助けた者）

➀　当該保管，収集・運搬又は処分（不法投棄等）を行った者

➁　不適正な委託により当該収集・運搬又は処分が行われたときは，その委託をした者

➂　当該処理の行程でマニフェストに関する義務に違反した者

➃　上記➀～➂の者が建設工事にかかる下請負人の場合には，元請業者

➄　当該保管，収集・運搬又は処分に関与した者
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排出事業者への措置命令 (法 第19条の6)

。
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排出事業者への罰則(一部)

許可のない業者に委託した「委託基準違反」

業務委託契約書を結ばずに委託した「委託基準違反」

マニフェストを規定通りに記載しなかった

　　　　　　　　　　　「管理表の虚偽記載等違反」

5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科

3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科

1年以下の拘禁刑 または100万円以下の罰金

法人も300万円以下の罰金

法人も1,000万円以下の罰金
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処理業者を選ぶ場合には

優良産廃処理業者認定制度

●適正な処理料金かどうか把握する努力をし，安さだけを判断基準にしない

対 策 例

複数の処理業者から見積もりをとり，極端に安い業者には発注しない

通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃
処理業者を，都道府県，政令市が認定する制度です。
認定された産廃処理業者は，遵法性や事業の透明性が高く，
財務内容も安定しています。優良産廃処理業者認定制度を
活用して，産業廃棄物の適正処理を進めましょう。

評価主体　都道府県・政令市

評価基準　 「遵法性」「事業の透明性」「環境配慮の取組」

 　「電子マニフェスト」「財務体質の健全性」
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（一社）広島県資源循環協会のホームページ「ひろしま産廃ネット」では，広島県内
（広島市，呉市，福山市を含む。）の産業廃棄物処理業者を検索することができます。

（URL：　https://www.hshigen.or.jp/pages/index.html)

こちらをクリック。
注意事項に
同意すれば検索画面が
表示される。
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処理業者名や処理業者番号
（下６ケタ）が分かっている
場合はこちらに入力して検索

Topページから
このボタンをクリック
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